
          〇補助対象 

スズメバチの巣 

 ※ スズメバチの出入りがない巣およびアシナガ 

   バチ、ミツバチなどの巣は補助の対象外です。 

  〇補助金の交付を受けることができる方 

 

       〇補助金額 

駆除業者への委託費用の半額（上限１万円） 

※ ご自身で駆除した場合は対象外です。 

※ １００円未満の端数は切り捨てます。 

申請・問合せ先 

 ふじみ野市環境課環境係（本庁舎２階） 

 電話：049-262-9021（直通） 

 ※大井総合支所（総務係）でも申請可 

〇補助金申請の流れ 
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※１ スズメバチが出入りしている様子が分かる写真を撮影してください。 

※２ 駆除業者で対応可能な場合がありますので、駆除業者にご相談ください。 

※３ ①駆除前の巣の写真 ②駆除業者が発行した領収書 ③駆除後の巣の写真  

    ④駆除実施場所の写真 ⑤駆除実施場所を示す図面等 

※４ 申請者本人の通帳の写しを添付してください。 

ふじみ野市では、自宅などにできたスズメバチの巣を駆除した方に補助金を交付しています。 

※予算に限りがあります。予算の執行状況についてはお問い合わせください。 

・スズメバチの巣ができた建物、樹木等の所有者 

・ふじみ野市に住民票がある方 

・市税を滞納していない方 

・この補助金を同一年度中に交付されていない方 


